
「ネットワーク関連知的財産権侵害紛争における法律適用の問題についての回答」（意見募集稿） 

に対する意見 
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意見項目 修正提案 修正理由 

第四条 「上述の声明には、侵害行為の不存在に

関する初歩的な証拠及びネットワークユー

ザーの真実な個人情報が含まれなければな

らない。」と規定されるうち「侵害行為の不

存在に関する初歩的な証拠初歩的な証拠」

については、「初歩的な証拠」とはどのよう

なものか不明確です。権利者は、その証拠に

基づき、その後に人民法院又は行政機関へ

の手続が必要となることから、初歩的な証

拠ではなく「合理的な証拠」であることが必

要です。 

よって、「上述の声明には、侵害行為の不

存在に関する初歩的な合理的な証拠及びネ

ットワークユーザーの真実な個人情報が含

まれなければならない。」と修正いただくこ

とを要望いたします。 

「初歩的な証拠」とはどのような証拠な

のか不明確です。権利者はこの証拠に基づ

いて、この後に訴訟や行政手続を行うので

すから、初歩的ではなく「合理的な証拠」で

あるべきと考えます。 

（以上） 


